
 

訪 問 介 護 重 要 事 項 説 明 書  

 

＜ 2 0 2 4 年 8 月 1 日 現 在 ＞  

 

 

１  株 式 会 社 ヘ ル シ ー サ ー ビ ス  

  ハ イ ム ガ ー デ ン 仙 台 泉 営 業 所 の 概 要  

 

（ １ ） 提 供 で き る サ ー ビ ス の 種 類 と 地 域  

事 業 所 名 ハ イ ム ガ ー デ ン 仙 台 泉 営 業 所   

所 在 地 仙 台 市 泉 区 将 監 殿 ５ -２ ４ -２ ８  

介 護 保 険 

指 定 番 号 

・その他のサービス 

・ 訪 問 介 護  （ 仙 台 市 0 4 7 5 5 0 3 7 1 0 号 ）   

・ 居 宅 介 護 支 援 （ 仙 台 市 0 4 7 5 5 0 3 7 1 0 号 ）  

・ 訪 問 介 護 型 サ ー ビ ス （ 仙 台 市 0 4 7 5 5 0 3 7 1 0 号 ）  

サ ー ビ ス を  

提 供 す る 地 域※  
仙 台 市 泉 区  

※ 上 記 地 域 以 外 の 方 も 希 望 の 方 は ご 相 談 下 さ い 。  

 

（ ２ ） 同 事 業 所 の 職 員 体 制  

 常 勤  非 常 勤  業 務 内 容  計  

管 理 者  1 名 ( 0 )   管 理 業 務  1 名 ( 0 )  

サ ー ビ ス  

提 供 責 任 者  
1 名 ( 0 )   

サ ー ビ ス

内 容 全 般  
1 名 ( 0 )  

上 記 以 外 介 護 資

格 を 有 す る 者  
4 名 ( 1 )  4 名 ( 0 )  

介 護 業 務

全 般 及

び 、 付 帯

業 務  

8 名 ( 1 )  

（  ） 内 は 男 性 再 掲  

 

（ ３ ） サ ー ビ ス 提 供 時 間 帯 （ 2 4 時 間 対 応 ）  

提 供 時 間 帯  

通 常 時 間 帯  

8 : 0 0～ 1 8 : 0 0  

早 朝  

6 : 0 0～ 8 : 0 0  

夜 間  

1 8 : 0 0～ 2 2 : 0 0  

深 夜  

2 2 : 0 0～ 翌 6 : 0 0  

 

 

 

 



 

２  サ ー ビ ス 内 容  

（ １ ） 身 体 介 護  

  ・ 食 事 介 助 ・ 入 浴 介 助 ・ 排 泄 介 助 ・ 清 拭 ・ 体 位 変 換 等  

（ ２ ） 生 活 援 助  

    ・ 買 物 ・ 調 理 ・ 掃 除 ・ 洗 濯 等  

（ ３ ） そ の 他 の サ ー ビ ス  

    ・ 介 護 相 談 等  

 

３  利 用 料 金  

（ １ ） 利 用 料  

介 護 保 険 か ら 給 付 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は 、 原 則 と

し て 料 金 表 の 金 額 で す 。 た だ し 、 介 護 保 険 の 給 付 の 範 囲

を 超 え た サ ー ビ ス 利 用 は 全 額 自 己 負 担 と な り ま す 。  

サ ー ビ ス に 対 し て の ご 請 求 金 額 は 、「 サ ー ビ ス 利 用 票 及 び

別 票 」 を も と に ご 請 求 さ せ て 頂 き ま す 。 尚 、 当 事 業 所 に

て 法 令 に 定 め る 項 目 に つ い て は 別 紙 の 通 り と な っ て お り

ま す の で ご 参 照 下 さ い 。  

介 護 保 険 法 令 に 定 め ら れ た 加 算 項 目 に つ き ま し て も 自 己

負 担 が 発 生 す る 場 合 が ご ざ い ま す 。  

 

【 料 金 表 － 通 常 時 間 帯 】（  ） 内 は 個 人 負 担 額  

身

 
 

体

 
 

介

 
 

護 

 

2 0 分 未 満  
2 0 分 以 上  

3 0 分 未 満  

3 0 分 以 上  

1 時 間 未 満 

1 時間以上 

1 時間 30 分 

未満 

1 時間 30 分 

以 上  

( 3 0 分 ま

す ご と )  
 

1 , 6 9 8 円  2 , 5 4 2 円  4 , 0 3 2 円  5 , 9 0 8 円  8 5 4 円  

一

割

負

担 

( 1 6 9 円 )  ( 2 5 4 円 )  ( 4 0 3 円 )  ( 5 9 0 円 )  ( 8 5 円 )  

二

割

負

担 

( 3 3 9 円 )  ( 5 0 8 円 )  ( 8 0 6 円 )  ( 1 , 1 8 1 円 )  ( 1 7 0 円 )  

三

割

負

担 

( 5 0 9 円 )  ( 7 6 2 円 )  ( 1 , 2 0 9 円 )  ( 1 , 7 7 2 円 )  ( 2 5 6 円 )  

 



 

生 
 

 

活 
 

 

援 
 

 

助 

 2 0 分 ～  

4 5 分 未 満  
4 5 分 以 上  

 

－  

－  －  

 

1 , 8 6 5 円  2 , 2 9 2 円  

－  －  －  

一

割

負

担 

(  1 8 6 円 )  (  2 2 9 円 )  

二

割

負

担 

(  3 7 3 円 )  (  4 5 8 円 )  

三

割

負

担 

(  5 5 9 円 )  (  6 8 7 円 )  
   

 

※ 料 金 表 の 金 額 は 、 １ 回 あ た り の 料 金 に な り ま す 。  

※ 自 己 負 担 額 は 、「 介 護 保 険 負 担 割 合 証 」に 基 づ き 、そ

の 負 担 割 合 に 応 じ た 額 と な り ま す 。  

※ 地 域 加 算 ( 1 0 . 4 2 )を 乗 じ た 料 金 と な っ て お り ま す 。  

※ 料 金 表 の 通 常 時 間 帯 に 対 し て 、 早 朝 （ 午 前 ６ 時 ～ 午

前 ８ 時 ）・夜 間（ 午 後 ６ 時 ～ 午 後 １ ０ 時 ）帯 は ２ ５ ％

増 し 、 深 夜 （ 午 後 １ ０ 時 ～ 午 前 ６ 時 ） は 、 ５ ０ ％ 増

し と な り ま す 。  

※ 上 記 の 料 金 設 定 の 基 本 と な る 時 間 は 、 実 際 の サ ー ビ

ス 提 供 時 間 で は な く 、 お 客 様 の 訪 問 介 護 計 画 に 定 め

ら れ た 標 準 的 な 時 間 を 基 準 と し ま す 。  

※ や む を 得 な い 事 情 で 、 か つ 、 お 客 様 の 同 意 を 得 て ２

人 で 訪 問 し た 場 合 は 、 ２ 人 分 の 料 金 と な り ま す 。  

 

（ ２ ） 交 通 費  

前 記 １ の （ １ ） の サ ー ビ ス を 提 供 す る 地 域 に お 住 ま

い の 方 は 無 料 で す 。  

そ れ 以 外 の 地 域 の 方 は 、 ホ ー ム ヘ ル パ ー が お た ず ね す

る た め の 交 通 費 と し て 実 施 地 域 を 越 え た 地 点 か ら 片 道 、

１ ｋ ｍ に 対 し ３ ０ 円 と し 、使 用 し た 距 離 数 分 頂 き ま す 。 

 

 

 



 

（ ３ ） キ ャ ン セ ル  

キ ャ ン セ ル が 必 要 と な っ た 場 合 は 早 め の ご 連 絡 を お

願 い 致 し ま す 。  

（ 連 絡 先  電 話   0 2 2 - 7 2 5 - 8 7 1 0  ）  

 

（ ４ ） そ の 他  

① お 客 様 の お 住 ま い で 、 サ ー ビ ス を 提 供 す る 為 に 使 用

す る 、 水 道 、 ガ ス 、 電 気 等 サ ー ビ ス に 付 帯 す る 費 用

は 、 お 客 様 の 負 担 に な り ま す 。  

② 料 金 の お 支 払 い 方 法  

毎 月 、 ２ ０ 日 ま で に 前 月 分 の 請 求 を 致 し ま す の で 、

翌 月 ６ 日 ま で に お 支 払 い 下 さ い 。 お 支 払 い 方 法 は 、

原 則 と し て 口 座 自 動 引 き 落 し と な り ま す 。 お 支 払 い

確 認 後 に 領 収 証 が 発 行 さ れ ま す 。  

③ 複 写 物 が ご 入 用 の 際 に は 1 枚 １ ０ 円 に て お 引 き 受 け

致 し ま す 。  

  ④ 駐 車 場 の 確 保 に つ い て  

   交 通 事 情 並 び に 訪 問 ス ケ ジ ュ ー ル の 関 係 上 、 訪 問 介

護 員 が サ ー ビ ス 実 施 に 自 動 車 で お 伺 い す る 場 合 が ご

ざ い ま す 。そ の 際 は 駐 車 場 の 確 保 を お 願 い 致 し ま す 。 

    

４  サ ー ビ ス の 終 了  

（ １ ） お 客 様 の ご 都 合 で サ ー ビ ス を 終 了 す る 場 合  

サ ー ビ ス の 終 了 を 希 望 す る 日 の １ 週 間 前 ま で に 文 書

で お 申 し 込 み く だ さ い 。  

（ ２ ） 当 社 の 都 合 で サ ー ビ ス を 終 了 す る 場 合  

人 員 不 足 等 や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 サ ー ビ ス の 提

供 を 終 了 さ せ て い た だ く 場 合 が ご ざ い ま す 。 そ の 場

合 は 、 終 了 １ ヵ 月 前 ま で に 文 書 で 通 知 致 し ま す 。  

（ ３ ） 自 動 終 了  

以 下 の 場 合 は 、 双 方 の 通 知 が な く て も 、 自 動 的 に サ

ー ビ ス を 終 了 致 し ま す 。  

①  お 客 様 が 介 護 保 険 施 設 に 入 所 し た 場 合  

②  介 護 保 険 給 付 でサービスを受 けていたお客 様 の要 介 護 認  

定 区 分 が、非 該 当 （ 自 立 ） と認 定 された場 合  

※ こ の 場 合 、 条 件 を 変 更 し て 再 度 契 約 す る こ と が で  

き ま す 。  

③ お 客 様 が お 亡 く な り に な っ た 場 合  

 

 



 

④ そ の 他  

・当 社 が 正 当 な 理 由 な く サ ー ビ ス を 提 供 し な い 場 合 、

守 秘 義 務 に 反 し た 場 合 、 お 客 様 や ご 家 族 な ど に 対

し て 社 会 通 念 を 逸 脱 す る 行 為 を 行 っ た 場 合 、 又 は

当 社 が 破 産 し た 場 合 、 お 客 様 は 文 書 で 解 約 を 通 知

す る こ と に よ っ て 即 座 に サ ー ビ ス を 終 了 す る こ と

が で き ま す 。  

・ お 客 様 が 、 サ ー ビ ス の 利 用 料 金 の 支 払 い を １ ヵ 月

以 上 遅 延 し 、 料 金 を 支 払 う よ う 催 告 し た に も か か

わ ら ず １ ４ 日 以 内 に 支 払 わ れ な い 場 合 、 ま た は お

客 様 や ご 家 族 な ど が 当 社 の サ ー ビ ス 従 業 者 に 対 し

て 本 契 約 を 継 続 し 難 い ほ ど の 背 信 行 為 を 行 っ た 場

合 は 、 文 書 で 通 知 す る こ と に よ り 、 即 座 に サ ー ビ

ス を 終 了 さ せ て い た だ く 場 合 が ご ざ い ま す 。  

・ ハ ラ ス メ ン ト 行 為 な ど に よ り 、 健 全 な 信 頼 関 係 を

築 く こ と が 出 来 な い と 判 断 し た 場 合 は 、 サ ー ビ ス

中 止 や 契 約 を 解 除 す る こ と も あ り ま す 。  

 

５  当 社 の 訪 問 介 護 サ ー ビ ス の 特 徴 等  

（ １ ）  運 営 の 方 針  

①  事 業 所 の 訪 問 介 護 員 は 、要 介 護 者 等 の 心 身 の 特 性 を

踏 ま え て 、そ の 有 す る 能 力 に 応 じ 自 立 し た 日 常 生 活

を 営 む こ と が で き る よ う 、入 浴 、排 泄 、食 事 の 介 護 、

そ の 他 の 全 般 に わ た る 援 助 を 行 い ま す 。  

② 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、関 係 市 町 村 、地 域 の 保 健 、

医 療 、 福 祉 サ ー ビ ス と の 綿 密 な 連 携 を 図 り 、 総 合 的

な サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め ま す 。  

 

（ ２ ）  サ ー ビ ス の 利 用 に あ た り  

事    項  有 無  備    考  

ホ ー ム ヘ ル パ ー の 変 更 の 可 否  有  
変 更 を 希 望 さ れ る 方

は お 申 し 出 下 さ い 。  

男 性 ヘ ル パ ー の 有 無  有  
変 更 を 希 望 さ れ る 方

は お 申 し 出 下 さ い 。  

 

（ ３ ）  そ の 他  

事    項  有 無  備    考  

従 業 員 へ の 研 修 の 実 施  有  
年 １ 回 以 上 、実 施 し て

い ま す 。  

サ ー ビ ス マ ニ ュ ア ル の 作 成  有   



 

６  緊 急 時 及 び 事 故 発 生 時 の 対 応 方 法  

 サ ー ビ ス 提 供 中 の 容 体 の 変 化 等 が あ っ た 場 合 は 、 事 前 の

打 ち 合 わ せ に よ り 主 治 医 、 歯 科 医 、 救 急 隊 、 親 族 、 居 宅 介

護 支 援 事 業 者 等 へ 連 絡 し ま す 。  

 

主 治 医  
氏 名   

連 絡 先   

ご 家 族  
氏 名   

連 絡 先   

 

７  ご 提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容  

○ サ ー ビ ス 提 供 責 任 者  

 

氏 名        連 絡 先  0 2 2 - 7 2 5 - 8 7 1 0  

 

○ 訪 問 介 護 の 内 容  

提 供 す る サ ー ビ ス の 内 容 に つ き ま し て は 、 サ ー ビ ス 開 始

又 は 変 更 時 に 、 担 当 の 介 護 支 援 専 門 員 が お 渡 し す る 「 居

宅 サ ー ビ ス 計 画 書 」ま た は 当 社 発 行 の「 訪 問 介 護 計 画 書 」

に て ご 確 認 願 い ま す 。  

※ 但 し 、 介 護 保 険 適 用 の 場 合 で も 、 保 険 料 の 滞 納 等 に よ

り 、 法 定 代 理 受 領 が で き な く な る 場 合 が あ り ま す 。  

そ の 場 合 は 、 一 旦 介 護 保 険 適 用 外 の 場 合 の 保 険 料 を 頂

き 、 サ ー ビ ス 提 供 証 明 書 を 発 行 致 し ま す 。  

サ ー ビ ス 提 供 証 明 書 を 後 日   市 区 町 村 の 窓 口 に 提 出

し ま す と 、 差 額 の 払 戻 し を 受 け 取 る こ と が で き ま す 。  

 

8  火 災 ・ 非 常 災 害 時 の 対 応  

（ １ ） 施 設 ・ 設 備  

  当 施 設 は 、 該 当 す る 建 築 基 準 関 係 法 法 令 お よ び 消 防 関

係 法 令 に 適 合 し て い ま す 。 ま た 、 関 係 諸 法 令 に 従 い 、

火 災 ・ 非 常 災 害 時 に 備 え て 、 避 難 経 路 の 確 保 、 消 防 用

設 備 機 器 の 設 置 、 防 炎 資 材 の 使 用 な ど の 必 要 な 処 置 を

行 っ て い ま す 。  

（ ２ ） 防 火 管 理  

  当 施 設 で は 消 防 関 係 法 令 に 従 い 、 火 災 ・ 非 常 災 害 時 に

備 え て 、防 火 管 理 者 を 定 め 、具 体 的 な 消 防 計 画 を 作 成 、

消 防 署 に 届 出 を し て お り ま す 。 定 期 的 に 消 防 用 設 備 等

の 点 検 を 実 施 す る と 共 に 、 消 防 署 の 指 導 の も と で 、 年

２ 回 の 定 期 消 防 訓 練 を 実 施 し て い ま す 。  

 



 

9  事 故 発 生 時 の 対 応  

（ １ ） 利 用 者 の 病 状 の 急 変 、 そ の 他 の 事 故 が 発 生 し た 場 合

に は 、 速 や か に 保 証 人 や 利 用 者 の ご 家 族 に 連 絡 を と る

と と も に 、 主 治 医 に 連 絡 を と る 等 必 要 な 措 置 を 講 じ ま

す 。  

（ ２ ） 状 況 、 処 置 等 の 記 録 を 残 し 、 必 要 に 応 じ て 市 区 町 村

へ 報 告 し ま す 。  

（ ３ ） 対 処 方 法 に つ い て 、 当 施 設 内 で 対 応 を 定 め て お り 、

都 度 そ の 原 因 を 解 明 し 、 再 発 生 し な い よ う に 対 策 を 講

じ ま す 。  

 

１ ０  身 体 拘 束 に つ い て  

（ １ ） 利 用 者 又 は 他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る

た め 緊 急 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 利 用 者 に 対 す る 身

体 的 拘 束 そ の 他 行 動 を 制 限 す る 行 為 を 行 わ な い 。  

（ ２ ） や む を 得 ず 前 項 の 身 体 拘 束 を 行 う 場 合 に は 、 身 体 拘

束 の 内 容 、目 的 、緊 急 や む を 得 な い 理 由 、拘 束 の 時 間 、

時 間 帯 、 期 間 等 を 記 載 し た 説 明 書 、 経 過 観 察 記 録 、 検

討 記 録 等 記 録 の 整 備 や 手 続 き な ど 厚 生 労 働 省 が 策 定 し

た 「 身 体 拘 束 ゼ ロ へ の 手 引 き 」 を 遵 守 し た 適 正 な 取 り

扱 い に よ り 行 う 。  

 

１ １  虐 待 防 止 に つ い て  

（ １ ）事 業 所 は 、虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た め 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る  も の と す る 。  

① 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 定 期 的  

に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に  

周 知 徹 底 を 図 る 。  

  ② 虐 待 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る 。  

  ③ 従 業 者 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に  

   実 施 す る 。  

  ④ 苦 情 解 決 体 制 の 整 備  

  ⑤ 前 4 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者  

   を 置 く 。  

（ ２ ） 事 業 所 は 、 サ ー ビ ス 提 供 中 に 、 当 該 事 業 所 従 業 者 又  

は 養 護 者（ 利 用 者 の 家 族 等 高 齢 者 を 現 に 養 護 す る 者 ） 

に よ る 虐 待 を 受 け た と 思 わ れ る 利 用 者 を 発 見 し た 場  

合 は 、 速 や か に 、 市 町 村 に 通 報 す る も の と す る 。  

 

１ ２  ハ ラ ス メ ン ト 防 止 に つ い て  

事 業 所 は 、適 切 な 訪 問 介 護 の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 、

職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を



 

背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を

超 え た も の に よ り 介 護 職 員 等 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ

と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 等 の 必 要 な 措 置 を 講

じ る 。  

 

１ ３  感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に つ い て    

（ １ ） 事 業 所 に お い て 感 染 症 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い  

よ う に 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ ま す 。  

①  従 業 者 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 に つ い て 、 必 要 な  

管 理 を 行 い ま す 。  

②  事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 に つ い て 、 衛 生 的 な 管 理 に  

 努 め ま す 。  

③  事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た

め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を お お む ね ６ 月 に １ 回 以

上 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に

周 知 徹 底 し て い ま す 。  

④  事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め

の 指 針 を 整 備 し て い ま す 。  

⑤  従 業 者 に 対 し 、 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 防 止 の た め

の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

 

１ ４  業 務 継 続 に 向 け た 取 り 組 み に つ い て  

（ １ ）  感 染 症 や 非 常 災 害 の 発 生 時 に お い て 、 利 用 者 に 対 す  

  る 訪 問 介 護 の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た め の 、 及 び 非      

  常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 業 務    

  継 続 計 画 ） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 っ て 必 要  

  な 措 置 を 講 じ ま す 。  

（ ２ ）  従 業 者 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と  

  も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

（ ３ ）  定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 応 じ  

  て 業 務 継 続 計 画 の 変 更 を 行 い ま す 。  

 

１ ５  個 人 情 報 保 護 に つ い て  

（ １ ） 事 業 所 は 、 利 用 者 の 個 人 情 報 に つ い て 「 個 人 情 報 の  

  保 護 に 関 す る 法 律 」及 び 厚 生 労 働 省 が 作 成 し た「 医 療・ 

介 護 関 係 事 業 者 に お け る 個 人 情 報 の 適 切 な 取 り 扱 い の  

た め の ガ イ ド ラ イ ン 」 を 遵 守 し 適 切 な 取 り 扱 い に 努 め  

る も の と す る 。  

（ ２ ） 事 業 者 が 得 た 利 用 者 の 個 人 情 報 に つ い て は 、 事 業 者  

で の 介 護 サ ー ビ ス の 提 供 以 外 の 目 的 で は 原 則 的 に 利 用  

し な い も の と し 、 外 部 へ の 情 報 提 供 に つ い て は 必 要 に  

応 じ て 利 用 者 又 は そ の 代 理 人 の 了 解 を 得 る も の と す る 。 



 

（ ３ ） 従 業 者 で あ っ た 者 に 、 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 又 は そ  

の 家 族 の 秘 密 を 保 持 さ せ る た め 、従 業 者 で な く な っ た 後  

に お い て も こ れ ら の 秘 密 を 保 持 す る べ き 旨 を 、従 業 者 と  

の 雇 用 契 約 の 内 容 と す る 。  

 

１ ６  第 三 者 による評 価 の実 施 状 況 等  

 

１ 7  サ ー ビ ス 内 容 に 関 す る ご 相 談 、 苦 情  

① 当社が提供するサービスについてのお客様ご相談・苦情窓口 

  

 ○ 事 業 所 相 談 窓 口  

  電 話 番 号  0 2 2 - 7 2 5 - 8 7 1 0  

  （ 午 前 ８ 時 3 0 分 ～ 午 後 5 時 3 0 分 ま で ）  

  担   当   

  

 ○ 法 人 相 談 窓 口  

  電 話 番 号 ０ ４ ３ － ２ ７ ４ － ５ ９ ９ ５  

      （ 月 ～ 金 曜 日  午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時 ま で ）  

  担   当  株 式 会 社 ヘ ル シ ー サ ー ビ ス  

             総 務 ・ 人 事 労 務 部  苦 情 相 談 担 当   

 

② 当 社 以 外 に 、 下 記 相 談 ・ 苦 情 窓 口 等 に 苦 情 を 伝 え る こ

と が で き ま す 。  

 

 ○ 宮 城 県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会  

    担   当   介 護 保 険 課     

     電 話 番 号  0 2 2 - 2 2 2 - 7 7 0 0        

第 三 者 に よ る  

評 価 の 実 施 状 況  

 

□ あ り  

 

☐ な し  

直 近 の 実 施 日                 

評価機関名                

結果の開示 

☐  あ り    

 開 示 方 法             

              

                           

                           

                           

☐ な し  

備 考 （ 免 除 等 ）                                

                                             

                                             



 

  ○  仙 台 市 役 所  

    担   当  介 護 事 業 支 援 課 居 宅 サ ー ビ ス 指 導 係  

  電 話 番 号   0 2 2 - 2 1 4 - 8 1 9 2  

     

    〇 仙 台 市 泉 区 役 所  

   担     当   介 護 保 険 課    

      電 話 番 号   0 2 2 - 3 7 2 - 3 1 1 1  

   

〇  

   担     当      

      電 話 番 号    

 

      

   

 

１ ８  当 社 の 概 要  

名 称 ・ 法 人 種 別   株 式 会 社  ヘ ル シ ー サ ー ビ ス  

代 表 者 役 職 ・ 氏 名  代 表 取 締 役  髙 野  健 治  

本 社 所 在 地     千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １ － ３  

         幕 張 テ ク ノ ガ ー デ ン Ｄ 棟 １ ４ 階  

電 話 番 号      Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ４ ３ － ２ ７ ４ － ５ ９ ９ ５  

          Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ４ ３ － ２ ７ ４ － ５ ９ ９ ７  

 

定 款 の 目 的 に 定 め た 事 業  

 １  介 護 保 険 下 に お け る 訪 問 介 護 業 務 ・  

         介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 業 務  

 ２  介 護 保 険 下 に お け る 居 宅 介 護 支 援 業 務 ・  

             介 護 予 防 支 援 業 務  

 ３  老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー の 運 営 及 び 相 談 業 務  

 ４  介 護 保 険 法 に 基 づ く 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の 居

宅 サ ー ビ ス 事 業 ・ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 の 居 宅 サ ー ビ ス 事 業  

 ５  介 護 保 険 法 に 基 づ く 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 サ ー ビ

ス ・ 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 サ ー ビ ス  

 ６  そ の 他 こ れ に 付 随 す る 業 務  

 

１ ９  そ の 他  
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  年   月   日  

 

 

私 は 、 契 約 書 お よ び 本 書 面 に よ り 、 事 業 者 か ら 訪 問 介 護

に つ い て の 重 要 な 事 項 の 説 明 を 受 け 、同意し、交付を受けました。 

 

        （ 利  用  者 ）  

 

             住  所                              

 

             氏  名                  

 

 

        （ 代  理  人 ）  

 

             住  所                              

 

             氏  名                  

 

             

 

訪 問 介 護 の 提 供 開 始 に 当 た り 、 利 用 者 に 対 し て 契 約 書 及

び 本 書 面 に 基 づ い て 重 要 事 項 を 説 明 し ま し た 。  

 

 

事  業  者  

事 業 者 名  株 式 会 社  ヘ ル シ ー サ ー ビ ス  

住   所  千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １ － ３  

     幕 張 テ ク ノ ガ ー デ ン Ｄ 棟 １ ４ 階  

代 表 者 名  代 表 取 締 役  髙 野  健 治    

事 業 所 名   ハ イ ム ガ ー デ ン 仙 台 泉 営 業 所   

説 明 者   職 ・ 氏 名  管 理 者     

（ 指 定 事 業 者 番 号 ）  0 4 7 5 5 0 3 7 1 0   

（ 指 定 都 道 府 県 名 ）  仙 台 市  



【　別　紙　】

その他、介護保険法令に定める加算・減算項目は以下の通りとなります。

該当
有無

初回加算 有

緊急時訪問介護加算 有

生活機能向上連携加算 無

無

無

無

無

   所定単位数と介護職員等処遇改善加算の総単位数に、地域単価を乗じた金額をもとに自己負担額を計算します。

 ○申請不要項目とは

 ○事前申請項目とは
   サービス開始前に管轄保険者（県、市町村）に申請し、サービス単位に加・減算される項目です。

   尚、該当項目に変更が生じた場合は、本表を変更し再度ご通知致します。

〒２６１－８５０１
千葉市美浜区中瀬１－３
幕張テクノガーデンD棟１４階

株式会社ヘルシーサービス

認知症専門ケア加算Ⅰ,Ⅱ

介護給付費に係る項目

特別地域訪問介護加算

特定事業所加算

⇒基準型

中山間地域等における
　　　　　　　　　小規模事業所加算

同一建物（注1）の居住者に対する訪問減算

有
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

⇒１０％減算
（同一建物外の建物への訪問、利用者
２０名／月以上の場合）

有

申
請
不
要
項
目

無

無

　　口腔連携強化加算

⇒初回のみ２００単位加算/月

⇒１回につき１００単位加算

業務継続計画未実施の有無 ⇒基準型

中山間地域等に居住する者への
　　　　　　　　　サービス提供加算

高齢者虐待防止措置未実施の有無

事
前
申
請
項
目

訪
問
介
護

（注1）同一建物等とは、同一又は隣接する敷地内の建物で、
 　　　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を指します。

 【補足説明】

   サービスを行った実績により、該当する項目がある場合、介護報酬として加・減算請求される項目です。

   表示は「該当有」で記載されておりましても、ご利用状況によって該当無が発生する場合がございます。

⇒所定単位数に加算率（２２．４％）を乗じた単位数を加算
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